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未来の地球とエネルギーを 

考える総合情報イベント  

 

 札幌市は、「一緒に考えよう！ 
環境にやさしい暮らしとエネルギー 
 ～緑と水に恵まれた札幌を未来に残すために～」をメインテーマと
して、今年で１６回目となる「環境広場さっぽろ」を開催します。 
 本イベントは、産学官民が日ごろの環境への取組を発信し、環境技
術や商品、サービス等の普及を図るとともに、来場者一人ひとりがエ
コライフを実践するための情報を取得し、地球環境を守るための行動
につなげることを目指しています。 

会 期 ：2013年8月2日(金)～8月4日(日) 
     午前10時～午後5時(最終日のみ午後4時まで) 
入場料 ：無 料 
会 場 ：アクセスサッポロ 
     札幌市白石区流通センター4丁目3番55号 
     (会期中、地下鉄大谷地駅より無料シャトルバス運行) 
主 催 ：環境広場さっぽろ2013実行委員会 
     （札幌市環境局環境都市推進部環境計画課内） 
後 援 ： 経済産業省北海道経済産業局、環境省北海道地方環境事務所、 
     国土交通省北海道運輸局、北海道 他 

環境広場さっぽろ 2012 

詳しくは、ホームページをご覧ください。 

＜担当：総合エネルギー広報室＞ 
http://www.hkd.meti.go.jp/hokpp/setsuden/index.htm 

・設定温度を２℃上げて２８℃とした場合  １０％ 
・エアコンの替わりに扇風機を使用する   ５０％ 
     ※資源エネルギー庁推計 

  期 間 ７月１日（月）から９月３０日（月）までの平日 （8月13日（火）～15日（木）を除く） 

   時間帯 9:00～20:00  

 目  標  無理のない範囲で、できる限りの節電（数値目標は設けない） ※ 

                 ※ 需給見通しで見込んでいる北海道電力管内の定着節電見込み（▲6.3%（2010年度比） ）を目安としてください。 

＜担当：総合エネルギー広報室＞ 

ワンポイント 

 北海道では、エアコン
の使用が少なく、特に家
庭の電力使用が増加す
る夕方の時間帯は、照
明の節電が重要です。 

（北海道経済産業局発行「おうちで省エネ」より引用） 

 エアコンを使用される
ご家庭におかれまして
は、以下の取り組みが
効果的です。 

ワンポイント 

 in  ほっかいどう 

詳しくは、当局ホームページをご覧ください。 
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環境・エネルギー 

北海道での環境やエネルギーの取組や国等の施策を活用した 
事業の活動状況とその後などをご紹介しています。 

平成25年度公害防止管理者等の国家試験のご案内 

～ ただいま願書受付中 ～ 

＜担当：環境・リサイクル課＞ 

『執務における夏季の軽装（クールビス）』を励行中です。 
＜実施期間＞ ５月１日（水）～１０月３１日（木） 

http://www.hkd.meti.go.jp/hokpw/summer13/index.htm 

 軽油に灯油や重油を混ぜたものや重油に薬品を混ぜて脱色したも
のを軽油と偽り、トラックなどのディーゼル車の燃料として販売し、軽
油引取税を脱税する不正軽油事案が絶えない状況にあります。 

 これらの不正軽油は、排気ガス中のPM（粒子状物質）やNOx（窒素
酸化物）を増加させ、道民の健康と安全を脅かす原因となっています。 

 このことから、北海道では7月を「不正軽油防止強化月間」として取り
組みを強化するとともに、関係団体で組織された北海道不正軽油防
止対策協議会は、不正軽油の一掃に努めています。 

 

7月を「不正軽油防止強化月間」 

合言葉は、「作らない」・「売らない」・「買わない」・「使わない」 

＜担当：石油課＞ 

詳しい内容は、当局ホームページをご覧ください。 

http://www.hkd.meti.go.jp/hokno/fuseikeiyu/index.htm 

  産業公害の防止に万全を期すためには、大気汚染防止法、水質汚濁防止法等の
公害防止関係規制が遵守されるよう、事業者が工場内において有効適切な公害防止
体制を確立することが必要です。 

  そのため「特定工場における公害防止組織の整備に関する法律」（昭和46年法律
第107号大蔵省、厚生省、農林水産省、通商産業省、運輸省共管）では、公害防止組
織の設置を義務づけております。 

  公害防止管理者制度は、工場における公害防止活動を推進する上で重要であり、
本制度により整備が義務づけられる公害防止体制は、工場の最高責任者である「公
害防止統括者」、専門知識を有する技術管理者である「公害防止管理者」、統括者を
補佐し管理者を指揮する「公害防止主任管理者」により構成されています。 

  経済産業省では、これら公害防止に関する技術的事項を管理する「公害防止管理
者」及び大規模工場において公害防止統括者（資格不要）を補佐し公害防止管理者を
指揮する「公害防止主任管理者」の資格試験を 指定試験機関社団法人産業環境管
理協会において実施しています。 

・受 付 期 間 ：受験願書、インターネットによる申込みの受付期間 

                 平成25年7月1日（月）から7月31日（水） 

・試  験  日：平成25年10月6日（日） 

・合格者の発表：平成25年12月中旬 

・問い合わせ先：社団法人産業環境管理協会試験部門北海道分室 

             〒060-0806 札幌市北区北６条西６丁目２番地（第２山崎ビル） 

             電話：011-737-5014 

              ホームページ：http://www.jemai.or.jp 

＜担当：エネルギー対策課＞ 

 詳しい内容は、省エネルギーセンターホームページをご覧ください。 

 http://www.shindan-net.jp/service/index.html 

 （一財）省エネルギーセンターでは、工場や事業所の節電・省エネ
対策をサポートする診断サービスを行っております。 

 専門スタッフがエネルギーの使い方を診断し、運用改善や設備導
入の対策や省エネ効果について改善提案を行います。 

 経済産業省の補助により、無料で実施しておりますので、ぜひご
活用ください。 
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